
くらし（建物・構築物） 

令和８年 4 月１日現在 

 都留市には、次のような独自の補助金・貸付金制度がありますので、ご利用ください。なお、補助金・貸付金

を受けることのできる要件や補助額等の詳細につきましては、各問合わせ先にお尋ねください。 

番号 制度の名称 制度の概要 対象者 内  容 問合せ先 

1 空き家バンク

利活用事業補

助金 

都留市空き家バンク

に登録された物件の

利活用のため、空き

家の所有者にリフォ

ーム事業補助金、空

き家の購入者に取得

事業補助金を交付し

ます。 

1.リフォーム補助

事業： 

賃貸借契約の締結

をした空き家の所

有者 

 

2.取得補助事業： 

空き家（自らが居

住する目的）の購

入者（5 年以上継続

して都留市に居住

する意思があるこ

と） 

補助金の額： 

(1)リフォーム補助事業 

 リフォームにかかる費用の

1/2（上限 50 万円） 

(2)取得補助事業 

 ①市内の方：取得にかかる費

用の 1/4（上限 30 万円） 

 ➁転入者：取得にかかる費用

の 1/2（上限 30 万円） 

  転入者は、以下を加算 

  ・中学 3 年生以下の子 1 人

につき：10 万円 

  ・夫婦いずれも 40 歳未満の

場合：10 万円 

企画課 

政策推進

担当 

2 空家等地域活

性化拠点整備

事業 

空家等をリフォーム

又は除却し、リフォ

ーム後の空家等及び

その敷地、又は除却

後の更地を 10 年以

上、地域活性化のた

めに活用する者に対

し費用の一部を補助

します。 

当該空家等の所有

者やその相続人と

貸借契約を締結し

た自治会、NPO 法

人等 

 

補助金の額： 

・リフォームの場合 

空家等のリフォームにかかる

費用の 2/3（上限 150 万円） 

 

・除却の場合 

空家等の除却にかかる費用の

4/5（上限 200 万円） 

地域環境

課   

環境政策

室 

3 不良空家等解

体事業 

不良住宅空家等を解

体、撤去及び処分し

周辺の住環境を改善

しようとする方に対

し解体に要する費用

の一 部を補助し ま

す。 

不良住宅（そのま

ま放置すれば倒壊

等著しく保安上危

険となる恐れのあ

る状態にある）空

家等を解体、撤去

及び処分し周辺の

住環境を改善しよ

うとする方 

 

  

補助金の額：不良住宅空家等の

除却工事にかかる費用の 1/2（上

限 60 万円） 

地域環境

課   

環境政策

室 

 

https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kikaku/seisaku_t/1/10448.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kikaku/seisaku_t/1/10448.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kikaku/seisaku_t/1/10448.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/chiikikankyou/kankyouseisaku_t/akiya_taisaku/11717.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/chiikikankyou/kankyouseisaku_t/akiya_taisaku/11717.html


番号 制度の名称 制度の概要 対象者 内  容 問合せ先 

4 木造住宅耐震

診断支援事業 

昭和 56 年 5 月 31 日

以前の耐震基準で建

築された木造戸建て

住宅（2 階建て以下）

の耐震診断の費用を

補助します。 

補助対象家屋所有

者若しくは所有者

の親族（3 親等以

内）が居住してい

る又は居住予定の

方 

補助金の額：全額補助（耐震診断

業者へ直接払） 

建設課 

建築住宅

担当 

5 木造住宅耐震

改修事業 

昭和 56 年 5 月 31 日

以前の耐震基準で建

築された木造戸建て

住宅（2 階建て以下）

の耐震改修工事又は

建替え工事を実施す

る者に対し、費用の

一部を補助します。 

補助対象家屋の所

有者若しくは所有

者の親族（3 親等以

内）が居住してい

る又は居住予定の

方 
 

補助金の額：耐震改修設計及び

耐震改修工事、または、新築の設

計及び建替え工事の費用（上限

143 万 7 千 500 円） 

 

※都留市木造住宅耐震診断支援

事業の結果、総合評点が 1.0 未満

であること（建替え工事を行う

場合は、有資格者による安易な

耐震診断により耐震性が低いと

判定された場合も可能。）。 

建設課 

建築住宅

担当 

6 災害時避難路

通行確保対策

事業（耐震改

修及び建替え

に関わる設計

事業） 

避難路沿道建築物の

うち、耐震診断が義

務化された建築物に

対し、耐震改修及び

建替えに関わる設計

に要する費用を補助

します。 

避難路沿道建築物

のうち、耐震診断

が義務化された建

築物の所有者 

補助金の額：耐震診断の結果に

基づいて実施する耐震改修及び

建替えに関わる設計費又は限度

額のいずれか少ない方の額の

5/6 以内 

建設課 

建築住宅

担当 

7 災害時避難路

通行確保対策

事業（耐震改

修、建替え及

び除却事業） 

避難路沿道建築物の

うち、耐震診断が義

務化された建築物に

対し、耐震改修、建

替え及び除却に関わ

る費 用を補助し ま

す。 

避難路沿道建築物

のうち、耐震診断

が義務化された建

築物の所有者 

補助金の額：耐震診断の結果に

基づいて実施する耐震改修、建

替え及び除却に対する費用又は

限度額のいずれか少ない額の

11/15 以内 

建設課 

建築住宅

担当 

8 ブロック塀等

耐震改修促進

事業 

危険なブロック塀、

石塀、れんが塀その

他これらに類する塀

の耐震改修、建替え

及び除却を行う者に

対し、工事費用の一

部を補助します。 

市内に存する危険

なブロック塀、石

塀、れんが塀その

他これらに類する

塀の耐震改修、建

替え及び除却を行

う方 

  

補助金の額：工事費用又は対象

ブロック塀等の延長１メートル

につき、1 万 5 千円を乗じて得

た額のうち、いずれか少ない額

の 2/3 以内で、上限 20 万円 

建設課 

建築住宅

担当 

 

https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/855.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/855.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/855.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/855.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/854.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/854.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/854.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/854.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/854.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/854.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/854.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/854.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/854.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/854.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/854.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/5993.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/5993.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/5993.html


番号 制度の名称 制度の概要 対象者 内  容 問合せ先 

9 アスベスト飛

散防止対策事

業（調査） 

既存建築物のアスベ

スト改修事業を実施

する 民間の者に 対

し、調査費用を補助

します。 

5 年以上除却する

予定がない既存建

築物のアスベスト

改修事業を実施す

る民間の方 

補助金の額：上限 25 万円 

補助対象費：吹付けアスベスト

等、吹付バーミキュライト、吹付

けひる石、吹付けパーライト等

について行うアスベスト含有の

有無に係る調査費用 

建設課 

建築住宅

担当 

10 アスベスト飛

散防止対策事

業（除去等工

事） 

既存建築物のアスベ

スト改修事業を実施

する 民間の者に 対

し、除去等の工事費

用の一部を補助しま

す。 

5 年以上除却する

予定がなく、多数

の人が利用する既

存建築物で、当該

補助金交付要綱で

定められた建築物

について、アスベ

スト改修事業を実

施する民間の方 

補助金の額： 

 アスベスト除去等に要する費

用の 2/3 以内（上限 400 万円） 

補助対象費： 

 露出して施工されている吹付

けアスベスト等の除去、封じ込

め又は囲い込みを行う費用 

補助対象建築物： 

 都留市アスベスト飛散防止対

策事業費補助金交付要綱の別表

に該当するもの 

建設課 

建築住宅

担当 

11 木造住宅耐震

シェルター設

置事業 

昭和 56 年 5 月 31 日

以前の耐震基準で建

築された木造戸建て

住宅（2 階建て以下）

に、耐震シェルター

を設 置する者に 対

し、費用の一部を補

助します。 

補助対象家屋の所

有者若しくは所有

者の親族（3 親等以

内）が居住してい

る又は居住予定の

方 

補助金の額：耐震シェルターの

設置費用（上限 24 万円） 

補助の回数：住宅 1 戸に対して

1 箇所まで 

 

※都留市木造住宅耐震診断支援

事業の結果、総合評点が 0.7 未満

であること。 

建設課 

建築住宅

担当 

12 やまなし

KAITEKI 住宅

普及促進事業 

山梨県が定める

KAITEKI 住宅基準

を満たした住宅を建

築または取得した方

に対し、費用の一部

を補助します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAITEKI 住宅の認

定を受けた住宅を

建築または取得し

た方 

補助金の額：20 万円～120 万円 

（やまなし KAITEKI 住宅の認

定結果及び対象者の世帯構成に

より異なります。） 

 

建設課 

建築住宅

担当 

https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/11844.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/11844.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/11844.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/11844.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/11844.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/11844.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/11844.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/855.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/855.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kensetsu/kenchikujuutaku_t/855.html


くらし（環境） 

令和８年 4 月１日現在 

都留市には、次のような独自の補助金・貸付金制度がありますので、ご利用ください。なお、補助金・貸付金を

受けることのできる要件や補助額等の詳細につきましては、各問い合わせ先にお尋ねください。 

番号 制度の名称 制度の概要 対象者 内  容 問合せ先 

13 自立型再生可

能エネルギー

設備普及促進

事業 

自己の居住する戸建

住宅に自立型再生可

能エネルギー設備を

設置した方に対し補

助金を交付します。 

自己の居住する戸

建住宅に、補助対

象となる設備を設

置した方 

補助金の額： 

①家庭用蓄電システム 

蓄電容量 1kWh あたり 1 万円

を乗じた額（上限 10 万円） 

➁住宅用太陽光発電システム

（家庭用蓄電設備と同時設置

に限る） 

最大出力 1kW あたり 2 万円

を乗じた額（上限 5 万円） 

➂エコキュート又は強制循環型

太陽熱利用システム（家庭用

蓄電設備と同時設置に限る） 

 2 万円 

④木質バイオマスストーブ（本

体価格が 10 万円以上のも

の） 

 2 万円 

地域環境

課   

環境政策

室 

14 生ごみ処理機

具設置費補助

事業 

一般家庭から排出さ

れる生ごみを処理す

る機具を購入した方

に対 して補助し ま

す。 

一般家庭から排出

される生ごみを処

理する機具を購入

した方 

補助金の額： 

①家庭用生ごみ処理機購入費の

1/2（上限 5 万円） 

②生ごみ処理容器購入費の

1/2(上限 5 千円) 

③ディスポーザー購入費の 1/2

（上限 5 万円、工賃加算あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域環境

課   

環境政策

室 

https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/chiikikankyou/kankyouseisaku_t/saiene/jiritsusaiene.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/chiikikankyou/kankyouseisaku_t/saiene/jiritsusaiene.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/chiikikankyou/kankyouseisaku_t/saiene/jiritsusaiene.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/chiikikankyou/kankyouseisaku_t/saiene/jiritsusaiene.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/chiikikankyou/kankyouseisaku_t/1/1310.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/chiikikankyou/kankyouseisaku_t/1/1310.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/chiikikankyou/kankyouseisaku_t/1/1310.html


番号 制度の名称 制度の概要 対象者 内  容 問合せ先 

15 合併処理浄化

槽設置費補助

事業 

補助対象地域内にお

いて、処理対象人員

50 人以下の合併処

理浄化槽を住宅に設

置しようとする者に

対して補助金を交付

します。（賃貸・建売

用専用住宅、集合住

宅は対象外） 

補助対象地域内に

おいて、処理対象

人員50人以下の合

併処理浄化槽を住

宅に設置しようと

する方 

補助金の額 

①合併浄化槽設置費用の 2/5 に

相当する額または下記限度額

のどちらか低い額 

5 人槽：33 万 2 千円 

6～7 人槽：41 万 4 千円 

8～50 人槽：54 万 8 千円 

②単独浄化槽からの転換時 

撤去費上限 15 万円 

宅内配管工事費上限 33 万円 

③くみ取り便槽からの転換時 

撤去費上限 12 万円 

宅内配管工事費上限 33 万円 

地域環境

課   

環境政策

室 

16 飼い主がいな

い猫不妊・去

勢手術費補助

金 

飼い主がいない猫を

対象に、不妊・去勢

手術費用の一部を補

助します。 

市内にて飼い主の

いない猫の適正な

管理を推進するた

めの活動等の動物

愛護に関わる活動

を行う方 

飼い主のいない猫 

去勢手術 1 万 1 千円 

不妊手術 1 万 6 千円 

地域環境

課   

環境政策

室 

17 排水設備設置

工事費補助金 

下水道供用開始後３

年以内に接続工事を

行った場合、その工

事費の一部を補助し

ます。 

下水道供用開始後

３年以内に下水道

に接続するための

排水設備を設置し

た既存建築物の所

有者 

【特例措置】 

R10.3.31 まで、供

用開始 3 年経過後

も対象とします。 

助成内容は通常と

異なりますので、

お問い合わせくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金の上限額：15 万円 

ただし、工事費の 1/2 と上限額

のいずれか低い方の額。 

※合併処理浄化槽設置家屋で、

下水道供用開始後３年以内に下

水道に接続し、且つ合併処理浄

化槽設置事業補助金の交付を受

けていない場合に限り、上限額

に既定の額が加算されます。 

 

上下水道

課   

下水道担

当 

https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/chiikikankyou/kankyouseisaku_t/1_1/10827.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/chiikikankyou/kankyouseisaku_t/1_1/10827.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/chiikikankyou/kankyouseisaku_t/1_1/10827.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/chiikikankyou/kankyouseisaku_t/6/12385.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/chiikikankyou/kankyouseisaku_t/6/12385.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/chiikikankyou/kankyouseisaku_t/6/12385.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/chiikikankyou/kankyouseisaku_t/6/12385.html


くらし（その他） 

令和８年 4 月１日現在 

都留市には、次のような独自の補助金・貸付金制度がありますので、ご利用ください。なお、補助金・貸付金を

受けることのできる要件や補助額等の詳細につきましては、各問い合わせ先にお尋ねください。 

番号 制度の名称 制度の概要 対象者 内  容 問合せ先 

18 移住支援金交

付事業 

東京圏でお仕事をし

ている方が都留市へ

移住（5 年以上継続

して居住する意思が

あること）し、かつ、

起業や対象となる企

業へ就職した方等に

支援金 を交付しま

す。 

東京 23 区在住者、

又は東京圏都市部

から東京23区へ通

勤していた方で都

留市へ移住（5 年以

上継続して居住す

る 意 思 が あ る こ

と）し、かつ、起業

や対象となる企業

へ就職した方等 

  

支援金の額： 

 単身移住：60 万円 

 世帯移住：100 万円 

※18 歳未満の世帯員を帯同し

て移住する場合は 18 歳未満の

者一人につき 100 万円を加算 

※本事業は国の交付金を活用し

て行っており、補助対象となる

ための要件が複数あるため、申

請を検討している方は、必ず事

前にご相談いただきますようお

願いいたします。 

企画課 

政策推進

担当 

19 

 

都留市地方就

職支援金 

 

市内への移住・定住

の促進及び中小企業

等に行ける人手不足

の解消のため、東京

圏の大学を卒業後に

都留市への移住を予

定している方に対し

て、就職活動に伴う

交通費の一部及び就

職に伴う移転費の一

部を補助します。 

移住や就職先に関

する要件をすべて

満たす方 

※要件の詳細は市

HP をご覧くださ

い。 

交通費 

要件を満たす企業等への採用面

接に参加するために要した往復

交通費の額の 50％(上限 3,890

円) 

移転費 

要件を満たす企業等への就職に

伴い、本市へ移住するために要

した移転費の額(上限 66,000 円) 

※交通費及び移転費の支援金の

交付は、それぞれ 1 人 1 回が限

度となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画課 

政策推進

担当 

https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kikaku/seisaku_t/2_1/shien/12323.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kikaku/seisaku_t/2_1/shien/12323.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kikaku/seisaku_t/2_1/shien/13792.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kikaku/seisaku_t/2_1/shien/13792.html


番号 制度の名称 制度の概要 対象者 内  容 問合せ先 

20 

 

 

移住定住促進

奨励金 

市外から都留市に転

入し、住宅又は住宅

及び土地を取得した

方に対し奨励金を交

付します。 

市外から都留市に

転入し、住宅又は

住宅及び土地を取

得した方 

奨励金の額： 

次の（1）、（2）の合計額 

(1)住宅の取得等にかかる経費の

3％に相当する額（上限 30 万

円） 

加算額： 

・土地を同時購入した場合：10

万円 

・中学生以下の子 1 人につき：

10 万円 

・夫婦のいずれも 40 歳未満の

場合：10 万円 

・市内居住親族（2 親等以内）と

同居した場合：10 万円 

・市内に事業所を有する法人に

雇用されている、又は市内で

起業(個人開業届の提出又は

法人設立を行った方。) もし

くは事業を営んでいる方で市

内に主たる事業所を移転した

場合：10 万円 

(2)市内の建築業者を元請として

住宅の新築、建て替えまたは

増築する場合、これらの経費

の 2％に相当する額（上限 30

万円） 

改築または改修する場合に

は、これらの経費の範囲内

（上限 10 万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画課 

政策推進

担当 

https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kikaku/seisaku_t/2_1/shien/852.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kikaku/seisaku_t/2_1/shien/852.html


番号 制度の名称 制度の概要 対象者 内  容 問合せ先 

21 都留市結婚新

生活支援事業

補助金 

少子化対策及び子育

てしやすいまちづく

りを推進し、人口減

少を抑制するため、

新婚世帯に対して結

婚に伴う新生活に要

する費用（住宅の取

得や改築、賃貸、引

越費用）の一部を補

助します。 

1.申請年度の前年

度の 1 月 1 日から

申請年度の 3 月

31 日までの間に婚

姻届を提出し、受

理された夫婦 

2.夫婦の合計所得

が 500 万円未満で

あること 

3.婚姻日現在にお

いて、夫婦のいず

れもが 39 歳以下

であること など 

※その他にも要件

がありますので、

詳細は市 HP をご

確認ください。 

申請年度中に夫婦が支払った住

居費及び引越費用のうち、下記

に定める額とします。なお、当

該年度中に補助上限額に達しな

かった場合はその残額を翌年度

に繰り越して補助を受けること

が可能です。 

基礎額 1 世帯あたり 300,000 円 

加算要件 

1. 婚姻日において夫婦のいず

れもが 29 歳以下の場合  

300,000 円 

2. 申請年度において、出生か

ら 18 歳に達する日以後の最

初の 3 月 31 日までの間に

ある子を養育している(妊娠

中を含む。) 世帯であっ

て、既存住宅の取得及び改

修並びに既存住宅への引越

費用が生じた場合  

300,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

企画課 

政策推進

担当 

https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kikaku/seisaku_t/2_1/shien/14384.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kikaku/seisaku_t/2_1/shien/14384.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kikaku/seisaku_t/2_1/shien/14384.html


番号 制度の名称 制度の概要 対象者 内  容 問合せ先 

22 都留市子育て

世帯住宅取得

支援事業補助

金 

 

少子化対策及び子育

てしやすいまちづく

りを推進し、人口減

少を抑制するため、

子育て世帯に対して

子育てに伴う新生活

に要する費用（住宅

の取得や改築、引越

費用）の一部を補助

します。 

1.申請年度の 5 年

度前の年度の 4 月

1 日から当該申請

年度の前年度の 12

月 31 日までの間

に婚姻届を提出

し、又は受理され

た夫婦 

2.申請年度におい

て、出生から 18

歳に達する日以後

の最初の 3 月 31

日までの間にある

子を養育している

(妊娠中を含む。) 

世帯 

3.夫婦の合計所得

が 500 万円未満で

あること 

4.婚姻日現在にお

いて、夫婦のいず

れもが 39 歳以下

であること 

※その他にも要件

がありますので、

詳細は市 HP をご

確認ください 
 

申請年度中に夫婦が支払った住

居費及び引越費用のうち、下記

に定める額とします。 

基礎額 1 世帯あたり 300,000 円 

加算要件 

1.婚姻日において夫婦のいずれ

もが 29 歳以下の場合 

300,000 円 

2.既存住宅を取得し、または改

修した場合 

300,000 円 

企画課 

政策推進

担当 

23 NPO 法人設

立支援事業補

助金 

市民活動の推進と活

性化の基盤となる特

定非営利活動法人を

設立しようとする団

体に対し、法人格取

得のための費用の一

部を支援します。 

市内に主たる事務

所を置き、かつ、

構成員の 2 分の１

以上が市民から構

成される団体で、

当該年度中に

NPO 法人設立に

向けての申請を行

う団体 

 

 

 

 

 

支援金の額：NPO 法人の設立

に必要な経費の 1/2 の額（上限

50,000 円） 

地域環境

課   

地域振興

担当 

https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kikaku/seisaku_t/2_1/shien/14386.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kikaku/seisaku_t/2_1/shien/14386.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kikaku/seisaku_t/2_1/shien/14386.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kikaku/seisaku_t/2_1/shien/14386.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/chiikikankyou/chiikishinkou_t/2/1/1034.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/chiikikankyou/chiikishinkou_t/2/1/1034.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/chiikikankyou/chiikishinkou_t/2/1/1034.html


番号 制度の名称 制度の概要 対象者 内  容 問合せ先 

24 市民が主役の

まちづくり活

動補助金 

新たに市民活動を始

めようとする団体や

既存の市民団体に対

し、活動の費用を助

成します。 

市内に活動拠点が

あり、かつ、構成員

の過半数が市民の

5 名以上で構成さ

れる公益的な活動

を目的とした団体

で、都留市まちづ

くり市民活動支援

センターに団体登

録をしている又は

補助金交付決定時

に加入する団体 

補助金の額： 

(1)自立支援事業 

 1 回目：補助対象経費の

10/10 上限 5 万円 

 2 回目：補助対象経費の 8/10

上限 5 万円 

(2)活性化支援事業 

 1 回目：補助対象経費の

10/10 上限 10 万円 

 2 回目：補助対象経費の 8/10

上限 10 万円 

 3 回目：補助対象経費の 6/10

上限 10 万円 

地域環境

課   

地域振興

担当 

25 勤労者生活安

定資金 

市内に居住する勤労

者の生活の安定と福

祉増進のために、都

留市と中央労働金庫

が基金を拠出し、社

団法人日本労働者信

用基金協会が保証す

ることによって、低

利かつ有利な条件で

勤労者に資金を貸し

付ける制度です。 

次の条件を満たし

ている方 

①都留市に 1 年以

上住所を有し申

込日現在の事業

所に 1 年以上勤

務し、かつ継続

的収入のある方 

②前年度年収（税

込み）が 150 万

円以上で社団法

人日本労働者信

用基金協会の審

査に合格する方 

③市税を完納して

いる方 

④中央労働金庫の

会員である事業

所の労働組合に

加入している

方、または個人

会員として中央

労働金庫に加入

することがで

き、社団法人日

本労働者信用基

金協会の保証が

受けられる方 

資金の使い道：勤労者本人また

はその家族の医療費、教育費、出

産費、冠婚葬祭費、災害費、生活

費など、生活の安定を目的とし

た使途に対して貸付を行いま

す。 

 

貸付限度額：1 人 100 万円 

 

貸付利率：労働金庫の定める利

率 

 

貸付最高期間：5 年 

産業課 

商工観光

担当 

https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/chiikikankyou/chiikishinkou_t/2/shiminkatsudoumukenohojokin/12290.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/chiikikankyou/chiikishinkou_t/2/shiminkatsudoumukenohojokin/12290.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/chiikikankyou/chiikishinkou_t/2/shiminkatsudoumukenohojokin/12290.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/sangyo/shoko_t/6/1257.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/sangyo/shoko_t/6/1257.html


番号 制度の名称 制度の概要 対象者 内  容 問合せ先 

26 帯状疱疹予防

接種費用助成

事業 

50 歳以上の市民が

帯状疱疹の予防接種

を受ける場合に、接

種費用の一部を助成

します。 

予防接種を受ける

日において、市内

に住所を有する 50

歳以上の方 

助成金の額、助成回数 

①生ワクチン 

 1 回につき 4,000 円、 

 1 人 1 回まで 

②不活化ワクチン 

 1 回につき 10,000 円、 

 1 人 2 回まで（ただし、2 回

目の接種のみの助成を受けよう

とするときは、その 1 回限りと

する） 

健康子育

て課  

健康づく

り担当 

27 造血幹細胞移

植後予防接種

費用助成事業 

 血液系のがんなど

の疾患の治療の一環

として行われる造血

幹細胞移植後に受け

る予防接種の費用の

一部を助成します。 

造血幹細胞移植後

の予防接種を受け

る日において、市

内に住所を有する

方 

9 疾病における各種予防接種 健康子育

て課  

健康づく

り担当 

28 健康診査及び

がん検診受診

費用助成事業 

市が実施する集団方

式による健康診査又

はがん検診を受診せ

ず、個別方式による

健康診査を医療機関

等で受 診した場合

に、受診費用の全部

又は一部を助成しま

す。 

18 歳から 39 歳ま

での社会保険等の

被扶養者、生活保

護受給者及びがん

検診受診者 

助成金の額：要綱で定める金額

又は受診費用のいずれか少ない

額 

助成対象となる検査： 個別で

受ける健診又はがん検診（胃が

ん・肺がん・大腸がん・乳が

ん） 

※要綱に定める検査 

健康子育

て課  

健康づく

り担当 

18 歳以上の都留市

国民健康保険被保

険者及び山梨県後

期高齢者医療被保

険者 

市民課 

保険年金

担当 

29 骨髄等移植ド

ナー助成金事

業 

骨髄等を提供した者

に対し、骨髄等移植

ドナー助成金を交付

します。 

骨髄等の提供に係

る休暇制度を設け

ている企業、団体

等に属していない

方であって、骨髄

等を提供した日に

おいて、市内に住

所を有する方 

 

 

 

 

 

 

骨髄等の提供に係る通院又は入

院において、1 日 2 万円、1 回

の提供につき 14 万円を限度 

健康子育

て課  

健康づく

り担当 

https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kenkoukosodate/kenko_yobo_t/1/14094.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kenkoukosodate/kenko_yobo_t/1/14094.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kenkoukosodate/kenko_yobo_t/1/14094.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kenkoukosodate/kenko_yobo_t/1/1/11919.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kenkoukosodate/kenko_yobo_t/1/1/11919.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/kenkoukosodate/kenko_yobo_t/1/1/11919.html


番号 制度の名称 制度の概要 対象者 内  容 問合せ先 

30 がん患者アピ

アランスケア

助成事業 

がん治 療に起因す

る、自身の外見の変

化への心理的負担を

軽減し、社会生活と

治療の両立を支援す

るため、ウィッグな

どの購入費用の一部

を助成します。 

次のすべてに該当

する方 

①市内に住所を有

する方 

②がんと診断さ

れ、その治療を

受けた(受けて

いる)方 

③がん治療に起因

する脱毛または

外科的治療など

による乳房の変

形に対する補整

具を購入した方 

④他の制度による

助成を受けてい

ない方 

⑤市税の滞納のな

い方 

この他、要綱で定

める対象者に該当

する方 

助成対象補整具 

 ①ウィッグ 

 ②乳房用補整下着 

 ③人口乳房・乳頭 

助成金額（上限額） 

 ①20,000 円 

 ②20,000 円 

 ③100,000 円 

助成回数 

 ①1 回 

 ②左右 1 回ずつ 

 ③左右 1 回ずつ 

健康子育

て課  

健康づく

り担当 

 

31 スポーツ大会

参加補助金 

国際、全国、関東又

は甲信越規模のアマ

チュアスポーツ大会

に参加するチーム・

個人に対し、大会参

加に伴う交通費、宿

泊費、大会参加費等

の一部 を補助しま

す。 

全国大会等の予選

大会、推薦又は抽

選により出場権を

獲得したチーム又

は個人 

 

※大会の基準等の

規定により選手、

監督又はコーチと

して登録された者

であって現に参加

したもの 

※市内に本拠地を

置くチーム、市内

に住所を有するも

の 

補助金の額：全国関東大会参加

に伴う交通費、宿泊費、大会参加

費等 

①国外 1 人につき 3 万円 

②北海道・九州・沖縄 1 人につ

き 1 万円 

③東北・近畿・中国・四国 1 人

につき 8,000 円 

④関東・中部(山梨県は除く) 1

人につき 5,000 円 

⑤山梨県 宿泊する場合 1 人に

つき 5,000 円、宿泊しない場

合 1 人につき 3,000 円 

※1 団体当たりの限度額 

 国際大会は 15 万円、全国大会

は 13 万円、関東又は甲信越大会

は 8 万円 

 

生涯学習

課   

スポーツ

振興担当 

 

https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/shougaigakushuu/sports_t/1065.html
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/shougaigakushuu/sports_t/1065.html

